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○伊勢市高齢者電動アシスト自転車購入補助金交付要綱 

令和３年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、日常生活における高齢者の移動手段を確保すること

により、高齢者の社会参加の促進、心身の健康の増進及び介護予防並び

に地域の活性化を図るため、電動アシスト自転車の購入に係る費用の一

部として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補

助金等交付規則（平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1) 電動アシスト自転車 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条

第１項第11号の２に規定する自転車であって、次のア及びイの要件を

満たすものをいう。 

ア 人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行

規則（昭和35年総理府令第60号）第１条の３に規定する基準を満た

していること。 

イ 道路交通法施行規則第39条の３第１項の認定を受けていること。 

(2) 防犯登録 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総

合的推進に関する法律（昭和55年法律第87号）第12条第３項に規定す

る防犯登録をいう。 

(3) 自転車損害賠償責任保険等 自転車の利用によって生じた他人の

生命又は身体の被害に係る損害を 補することを約する保険又は共済

をいう。 

（補助対象者） 



2/7 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 市内に住所を有すること。 

(2) 申請をする日の属する年度の末日において、満65歳以上であること。 

(3) 交付申請に係る電動アシスト自転車（以下「購入自転車」という。）

を自ら使用する者であること。 

(4) 市税を滞納していないこと。 

(5) 次のいずれかに該当すること。 

ア 購入自転車の運転に係る自転車損害賠償責任保険等に加入してい

ること。 

イ 補助対象者以外の者により、購入自転車の運転に係る自転車損害

賠償責任保険等への加入の措置が講じられていること。 

(6) 市が実施する自転車安全利用講習会を受講し、修了証書（以下「自

転車安全利用講習会修了証書」という。）の交付を受けていること。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、市内に存する自転車を販売す

る事業者から令和３年４月１日以降に新品の電動アシスト自転車を購入

することとする。 

２ 補助金の交付の対象となる電動アシスト自転車は、一の補助対象者に

つき、１台とする。 

３ 補助金の交付を受けようとする者は、第１項の電動アシスト自転車に

ついて、防犯登録を受けなければならない。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、電動アシスト自転車の本体及び当該電動アシスト自転車と同時に購

入する乗車用ヘルメット（１個に限る。以下「購入ヘルメット」という。）
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の購入に係る費用（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

２ 購入ヘルメットは、一般財団法人製品安全協会が定める自転車等用ヘ

ルメットの安全基準に適合したことを証明するSGマークその他の乗車用

としての安全性に関する規格等への適合を示すマークが貼付されたもの

とする。 

（令5.4.1・令5.7.12・一部改正） 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に３分の１を乗じて得た額（その額

に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、３万円

を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 規則第３条の規定による交付申請は、別記様式による。 

２ 規則第３条の別に定める期日は、購入自転車を購入した日から６月を

経過した日とする。ただし、市長が長期の入院その他やむを得ない事由

があると認める場合は、この限りでない。 

３ 第１項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 購入自転車等の代金の支払を証する書類（購入した日、申請者の氏

名、品名、販売店名及び並びに購入自転車の本体及び購入ヘルメット

の価格（消費税及び地方消費税を含む。）が記載されているもの） 

(2) 購入自転車の製造メーカーの保証書の写し 

(3) 購入自転車について防犯登録がされたことが確認できる書類 

(4) 市税を滞納していないことを証する書類 

(5) 自転車安全利用講習会修了証書の写し 

(6) その他市長が必要と認める書類 

（令5.4.1・一部改正） 

（交付の条件） 
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第８条 規則第６条第１項第４号の規定により付す交付の条件は、購入自

転車を補助金の交付を受けた日から２年を経過する日まで市長の承認を

受けないで廃棄しないこととする。 

（実績報告の特例） 

第９条 補助金の交付の申請をした者が、規則第５条の規定による通知を

受けたときは、規則第４条の規定により決定した補助金の額をもって規

則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみ

なす。この場合においては、規則第11条の規定は適用せず、規則第13条

第１項中「補助金交付請求書（様式第８号）により請求を受けて」とあ

るのは、「伊勢市高齢者電動アシスト自転車購入補助金交付申請書兼請

求書の提出により」と読み替えて同条の規定を適用する。 

（財産の処分制限） 

第10条 規則第16条第１項ただし書の市長が定める期日は、補助金の交付

を受けた日から２年を経過する日とする。 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年９月１日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱

に定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されてい

る書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式による

ものとみなす。 
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３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。 

附 則（令和５年４月１日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の伊勢市高齢者電動アシスト自転車購入補助金

交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の電動アシスト自転車及び

乗車用ヘルメットの購入に係る補助金について適用し、同日前の電動ア

シスト自転車及び乗車用ヘルメットの購入に係る補助金については、な

お従前の例による。 

附 則（令和５年７月12日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年７月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の伊勢市高齢者電動アシスト自転車購入補助金

交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の電動アシスト自転車及び

乗車用ヘルメットの購入に係る補助金について適用し、同日前の電動ア

シスト自転車及び乗車用ヘルメットの購入に係る補助金については、な

お従前の例による。 
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別記様式（第７条関係） 

（令5.7.12・全改） 

 


